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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
サ

ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
虹

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
外
久
保
三
一

の
二
三

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
み
ら

い

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
村
二
〇
の

二

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
共
生
会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
押
上

五
二

共
同
生
活

介
護

共
同
生
活
事

業
は
ば
た
け

寮

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
沖
津

一
九
四
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ふ

う
あ
の
会

青
森
市
大
字
沢
山

字
平
野
一
四

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

ふ
う
あ
の
家

青
森
市
大
字
沢
山

字
平
野
一
四

〃

株
式
会
社
あ

う
ら

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
五
八
の
三

居
宅
介
護

株
式
会
社
あ

う
ら

青
森
市
大
字
幸
畑

字
阿
部
野
九
の
二

〃

株
式
会
社
あ

う
ら

青
森
市
大
字
幸
畑

字
松
元
五
八
の
三

重
度
訪
問

介
護

株
式
会
社
あ

う
ら

青
森
市
大
字
幸
畑

字
阿
部
野
九
の
二

〃

株
式
会
社
Ｋ

・
Ｓ
―
ｏ
ｆ

ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

青
森
市
浪
岡
大
字

銀
字
杉
田
六
二
の

一

居
宅
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

Ｋ
・
Ｓ
―
ｏ

ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

弘
前
市
大
字
中
野

五
丁
目
二
五
の
五

〃

株
式
会
社
Ｋ

・
Ｓ
―
ｏ
ｆ

ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

青
森
市
浪
岡
大
字

銀
字
杉
田
六
二
の

一

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

Ｋ
・
Ｓ
―
ｏ

ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

弘
前
市
大
字
中
野

五
丁
目
二
五
の
五

〃

株
式
会
社
め

ぐ
み

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
二
五
七

居
宅
介
護

指
定
訪
問
介

護
事
業
所
め

ぐ
み
の
風

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
二
五
七

〃

株
式
会
社
め

ぐ
み

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
二
五
七

重
度
訪
問

介
護

指
定
訪
問
介

護
事
業
所
め

ぐ
み
の
風

弘
前
市
大
字
紺
屋

町
二
五
七

〃
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青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

青 森 県 報平成22年７月16日 金曜日 第3263号 �

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

共
同
生
活

援
助
は
ば

た
け
寮

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
共
生

会

北
津
軽
郡
鶴

田
町
大
字
鶴

田
字
押
上
五

二

共
同
生
活

援
助

共
同
生
活

事
業
は
ば

た
け
寮

北
津
軽
郡
鶴

田
町
大
字
鶴

田
字
沖
津
一

九
四
の
三

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

東
津
軽
郡
�

田
村
大
字
�

田
字
汐
越
一

二
の
一
一

変
更
後

特
定
非
営

利
活
動
法

人

｢

夢
の

里｣

青
森
市
浪
打

一
丁
目
一
二

の
九

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

障
害
者
就

労
継
続
支

援
Ａ
型
事

業
所

｢

希

望｣

蓬
田

東
津
軽
郡
�

田
村
大
字
�

田
字
汐
越
一

二

〃

変
更
前

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
五
の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

居
宅
介
護

瑞
光
園
ホ

ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

��･

�･

�

変
更
前

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
五
の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

重
度
訪
問

介
護

瑞
光
園
ホ

ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

〃

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

｢

き

ず
な｣

変
更
後

株
式
会
社

エ
コ
ー

十
和
田
市
稲

生
町
一
八
の

三
七

居
宅
介
護

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

｢

き
ず

な｣

十
和
田
市
東

一
番
町
六
の

五
一

〃

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

｢

き

ず
な｣

変
更
後

株
式
会
社

エ
コ
ー

十
和
田
市
稲

生
町
一
八
の

三
七

重
度
訪
問

介
護

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

｢

き
ず

な｣

十
和
田
市
東

一
番
町
六
の

五
一

〃

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

｢

き

ず
な｣

変
更
後

株
式
会
社

エ
コ
ー

十
和
田
市
稲

生
町
一
八
の

三
七

行
動
援
護

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

｢

き
ず

な｣

十
和
田
市
東

一
番
町
六
の

五
一

〃

� �
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平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
次
の
町
道
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行

令

(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号)

第
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
う
あ
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

中
川
原

牧
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
沢
山
字
平
野
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
を
持
つ
人
々
や
そ
れ
に
関
わ
る
人
々
が
、
地
域
の
中
で
心
豊
か
に
い
き
い

き
と
の
び
の
び
と
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
、
障
害
を
の
り
越
え
て
自
立
し
て
い
く
た
め
の
支
援
や

活
動
を
す
る
こ
と
で
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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�� �� 第3263号�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
協
生
会

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

生
活
介
護

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
あ
か

ま
つ
園

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
協
生
会

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

施
設
入
所

支
援

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
あ
か

ま
つ
園

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

〃

社
会
福
祉
法

人
協
生
会

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

短
期
入
所

指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
あ
か

ま
つ
園

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
早
坂
一
九

四

〃

路
線
名

工

事

区

間

工
事
の
種
類

工
事
の

完
了
の
日

中
村
長
平
線

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
上
清
水

崎
一
一
九
の
三
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
上
清
水

崎
一
二
〇
の
九
七
ま
で

改
築

(

道
路
改

良)

平
成

��･

�･

��

� �
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一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ラ
ン
デ
ィ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

若
宮

岩
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
二
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
七
九
九
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち

に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日

青
森
県
教
育
委
員
会

表
解
説
員
採
用
試
験
の
項
を
削
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


